
 

「電話 de 詐欺被害防止・家族の絆啓発」 

業務委託 企画提案（プロポーザル）募集要項 

 

１ 目的 

  「電話 de 詐欺被害防止・家族の絆啓発」業務委託に係るプロポーザルの参加について、

必要な事項を定める。 

 

２ プロポーザルに付する事項 

（１）委託業務名 

  「電話 de 詐欺被害防止・家族の絆啓発」業務委託 

（２）委託業務の内容 

  「『電話 de 詐欺被害防止・家族の絆啓発』業務委託 仕様書」のとおり。 

 

３ 応募資格 

  本プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしている者

とする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

（２） 千葉県物品等入札参加資格（委託）を有する者であること。 

（３） 募集開始の日から審査完了の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名 

競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこ

と。 

（４） 募集開始の日から審査完了の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名

停止等基準（昭和５７年１２月１日制定）に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係

る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 

（５） 本プロポーザルを審査する委員会の委員でないこと。また、当該委員が自ら主宰し、

役員、顧問若しくは構成員として関係する法人及びその他の組織に所属する者ではない

こと。 

 

４ 応募方法 

本プロポーザルに参加を希望する者は、企画提案書（様式第１号～第６号）を    

「11 問合せ先」へ提出しなければならない。 

（１） 企画提案書の構成 

ア 企画提案応募書（様式第１号） 

イ 企画提案書（様式第２号） 

ウ 業務スケジュール（様式第３号） 

エ 経費見積書（様式第４号） 

オ 会社（団体）概要（様式第５号） 

カ 業務実施体制（様式第６号） 



（２） 提出部数  正本１部、副本９部（コピー可）合計１０部 

（３） 提出期限  令和５年５月１日（月）午後５時〔必着〕 

（４） 提出方法  持参又は郵送（ＦＡＸ、メールでの提出は不可） 

（５） そ の 他  

ア １団体につき１提案とする。 

イ 提出後の差し替えは、受け付けない。 

 

５ 説明会 

  次の日程により説明会を開催する。 

（１）日 時 令和５年３月２２日（水）１４時から 

（２）会 場 千葉県庁 本庁舎３階 環境生活部会議室 

（３）内 容 本実施要項及び業務委託仕様書に沿った説明及び質疑応答 

（４）その他  

  ア 説明会に出席を希望する者は、３月２１日（火）１７時までに、「説明会参加    

申込書」をメール又はＦＡＸにて提出すること。 

  イ 会場の都合により、出席者は１団体２名以内とする。 

  ウ 説明会に出席しない場合でも、プロポーザルに参加できるものとする。 

 

６ 質問の受付及び回答 

（１）受付方法   

 本件に関する質問は、すべて質問書（様式第７号）により行うものとし、           

「１２ 問合せ先」にメール又はＦＡＸにて提出すること。なお、ＦＡＸ送付の場合

は電話にて受信確認を行うこと。ただし、提案の状況、選考委員名等に関する質問は  

受け付けない。 

（２）提出期限  令和５年４月１０日（月）午後５時〔必着〕 

（３）回  答   

 質問のあった事項とそれに対する回答は、軽微なものを除き、県ホームページに    

掲載する。 

 

７ 企画提案書に関する事項 

（１）記載事項 

ア 表紙（企画提案応募書） 

イ 企画提案 

本業務について工夫した点、アピールしたい点等があれば、その内容についても 

記載すること。 

ウ 業務スケジュール及び体制 

エ 見積書 

仕様書の業務内容及び本企画提案の内容を実施するために必要なすべての費用を 

算定すること。見積書の項目（内訳）は、できるだけ詳細に分類して記載すること。 

（２）注意事項 

副本については、提案者名、ロゴマーク、その他提案者の名称を識別できる文言等 

を表記しないこと。 



８ 審査・選考方法 

（１）審査方法 

 提出された企画提案書一式は、下記審査基準に基づき、選考審査委員会において    

プレゼンテーション・ヒアリングを経て審査を行い、最も優れた提案企業（団体）を委託

先候補とする。なお、応募多数の場合、選考審査委員会の前に事務局による書類選考を  

行う場合がある。 

    選考審査委員会は、令和５年５月１２日（金）に実施する予定。なお、詳細について

は、企画提案者に別途通知する。 

 

（２）審査基準 

   審査にあたっては、おおむね以下の審査基準により総合的に評価する。 

審査項目 審査基準 配点 

企

画

提

案 

内

容 

業務内容の理

解 

・業務の趣旨及び目的、仕様書の記載事項を理解 

した具体的な提案内容か。 
３０ 

ラジオＣＭ 

（２種類）の 

制作・放送 

【制作】 

・県民が興味をひく内容か。 

・高齢者の子・孫世代に対し、「家族の絆」の重

要性が伝わるか。 

・固定電話機対策の重要性が伝わり、対策機器の

プレゼントを促進する内容となっているか。 

・構成は適切か。 

３０ 

【放送】 

・聴取率の客観的なデータ等を参考の上、効果的

な放送時期、時間帯等が提案されているか。 

また、ＡＭ放送については、放送局も含め効果的

な提案がされているか。 

２０ 

テレビＣＭ 

（１種類） 

の制作 

・県民が興味をひく内容か。 

・固定電話機対策の重要性が伝わり、対策機器の

プレゼントを促進する内容となっているか 

・構成は適切か。 

３０ 

チラシ・ポスタ

ー印刷用デー

タの作成 

・高齢者の子・孫世代の目に留まりやすいか。 

・固定電話機対策の重要性がわかりやすく説明さ

れたうえ、高齢者への対策機器のプレゼントを促

進する内容となっている（構成になっている）か。 

２０ 

ＬＩＮＥスタン

プの作成 

・家族間の連絡を取り合うことを促進する内容と

なっているか。 

・県民の興味をひき、活用しやすいスタンプとな

っているか。 

２０ 



ＳＮＳ広報用画

像の作成 

・県民の目に留まりやすいか。 

・電話ｄｅ詐欺の手口を踏まえ、効果的な文言や

イラストとなっているか。 

２０ 

業

務

遂

行

能

力 

業務実施体制 

・業務を円滑に実施するための体制を有している

か。 

・業務が遂行可能な人員の確保がなされている

か。 

・業務スケジュールは、提案内容の実行が可能な

ものとなっているか。 

１０ 

類似業務の 

経験・実績 

・業務を円滑に実施するための経験、実績は十分

備えているか。 
１０ 

経費の妥当性 

・所要経費、算定基礎が明確に示されており、   

合理的な内容であるか。 

・費用対効果に十分配慮した経費となっている

か。 

１０ 

合 計 ２００ 

 

 

９ 提案の無効に関する事項 

  次の一つに該当するときは、その者の提案は無効とする。 

（１）応募資格の無い者が提案したとき。 

（２）所定の期限及び提出先に提案書を提出しないとき。 

（３）本要項に適合しない書類を作成し、提出したとき。 

（４）虚偽の記載をしたことが判明したとき。 

（５）同一のプロポーザルに対して、２以上の提案をしたとき。 

（６）同一のプロポーザルに対して、自己のほか、他人の代理人を兼ねて提案したとき。 

（７）同一のプロポーザルに対して、２以上の代理人をしたとき。 

（８）提案に関連して、談合等の不正行為があったとき。 

（９）見積書の金額、住所、氏名、印影、若しくは重要な文書の誤脱、又は認識しがたい      

見積又は金額を訂正した見積をしたとき。 

（10）第三者の有する著作権、意匠権その他知的財産権を侵害し、又は侵害するおそれが  

あると認められるとき。 

（11）上に掲げるもののほか、提出書類の記載不備等により県が無効であると判断した  

とき。 

 

１０ 委託契約 

  選考審査委員会において選定された参加者と事業実施に係る委託契約を締結する。 

（１）契約期間  契約締結日から令和６年２月２９日（木）まで 

（２）契約に当たっての主な留意事項 

  ア 契約に当たり、協議のうえ企画案の一部を変更する場合がある。 

  イ 契約に当たっては、契約金額の百分の十以上の契約保証金を納めること。 



なお、契約保証金は免除する場合がある。 

  ウ 業務の全部を第三者に再委託してはならない。ただし、業務の一部の再委託に  

ついては、高い事業効果が見込めると県が判断した場合は認めるものとする。 

（３）委託金額 

ア 委託金額は、８，８１１千円を上限とする。なお、この額には消費税及び地方消費

税を含む。 

  イ 委託料には、事業終了後の実施状況報告書、完了報告書等の作成経費を含む。 

  ウ 委託料の支払いは、全ての業務の履行後とする。 

 

１１ 注意事項 

（１） 企画提案に要する経費は全て提案者の負担とする。 

（２） 提出された書類等は返却しない。 

（３） 提出された書類等は、本プロポーザルの選考の目的のみに使用し、提案者に無断で  

使用しない。ただし、千葉県情報公開条例（平成１２年千葉県条例第６５号）に基づき

開示される場合がある。 

（４） 提出された書類等は必要に応じて複写する。 

（５） 本業務に係る映像撮影及び図版等の使用に当たっては、その使用権、肖像権その他

一切の権利関係について当該権利が帰属する者の許諾を得ること。 

（６） 本契約により制作された制作物の著作権は、千葉県に帰属し、受託者は著作者   

人格権を行使しないものとする。 

（７） 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 
１２ 問合せ先 

  千葉県環境生活部 くらし安全推進課 防犯対策推進室  

      〒２６０－８６６７  千葉市中央区市場町１－１ 

電話  ０４３－２２３－２２９９ 

ＦＡＸ ０４３－２２１－２９６９ 

         メール anzen@mz.pref.chiba.lg.jp 
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